
Ⅰ

Ｂ団体
（国会議員関係政治団体

以外の政治団体）

Ａ団体
（α議員に係る

国会議員関係政治団体）

総務省又は都道府県
の選挙管理委員会

④ 9/10の寄附に係る
通知を受けた日か
ら７日以内に届出

届出

官報又は公報

通知

⑤ 届出の受理後、公表

（参考例）同一の国会議員関係政治団体から受けた寄附の金額が1,000万円以上となる場合

通知

通知

寄附をするたびに通知
を行う必要があります。

③ 9/10 寄附 260万

② 4/21 寄附 600万

① 2/15 寄附 150万

α議員とは別
の議員に係る
国会議員関係
政治団体から
1,000万円を超
える寄附を受
けた場合は、
同様に、届出
が必要になり

ます。
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寄附の合計が、
1,000万円以上
となった年及
びその翌年に
おいて国会議
員関係政治団
体であるもの
とみなされま

す。
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